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第53回定時株主総会招集ご通知に関しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

新株予約権等の状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

連結注記表

個別注記表

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

株式会社アートネイチャー

法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社のウェ

ブサイト（ＵＲＬ https://www.artnature.co.jp）に掲載することにより、

株主の皆様に提供しているものであります。

表紙
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(1) 新株予約権等の状況
 

❶ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権の状況

発 行 決 議 日 2012年６月21日 2017年６月22日

新 株 予 約 権 の 数 780個 657個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 156,000株 普通株式 65,700株

（新株予約権１個につき200株） （新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権１個当たり

62,000円

（１株当たり 620円）

（注2）

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 新株予約権１個当たり

200円 100円

（１株当たり １円） （１株当たり １円）

権 利 行 使 期 間
2014年８月２日から
2022年７月31日まで

2017年７月８日から
2067年７月７日まで

行 使 の 条 件 （注1） （注3）

役 員 の
保 有 状 況

取締役

新株予約権の数 75個 新株予約権の数 657個

目的となる株式数 15,000株 目的となる株式数 65,700株

保有者数 ２名 保有者数 ７名

発 行 決 議 日 2018年６月21日 2019年６月20日

新 株 予 約 権 の 数 705個 788個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 70,500株 普通株式 78,800株

（新株予約権１個につき100株） （新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額

新株予約権１個当たり 新株予約権１個当たり

59,300円 61,400円

（１株当たり 593円） （１株当たり 614円）

（注2） （注2）

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 新株予約権１個当たり

100円 100円

（１株当たり １円） （１株当たり １円）

権 利 行 使 期 間
2018年７月７日から
2068年７月６日まで

2019年７月６日から
2069年７月５日まで

行 使 の 条 件 （注3） （注3）

役 員 の
保 有 状 況

取締役

新株予約権の数 705個 新株予約権の数 788個

目的となる株式数 70,500株 目的となる株式数 78,800株

保有者数 ７名 保有者数 ７名

(注1) 1.新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もし

くは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年

退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

2.新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、新株予約権者が業務上

の災害等で死亡した場合は、新株予約権の相続人が新株予約権を行使することができるものとします。

3.2014年11月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額」は調整されております。

(注2)   上記の払込金額に基づく債務は当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。

(注3) 1.新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日

目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。

2.新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。

❷ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

－ 1 －

新株予約権等の状況



2020/05/27 10:34:46 / 19595761_株式会社アートネイチャー_招集通知

(2) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保する体制の構築を目的として、2006年５月15日開催の取締役会の決議で内部統制基本方針を

制定しました。その後当社の内部統制の体制構築・運用状況に応じて定期的に見直しを行っておりま

す。直近では2015年10月15日開催の取締役会の決議で下記の内容に改定いたしました。

　その内容及び当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

❶ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

【基本方針の内容】
イ　当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、

法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。

ロ　コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネ

イチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とす

ることを徹底する。

ハ　上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライ

アンスに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を

行う。

ニ　監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査す

るとともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアン

スの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。

ホ　当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じ

て、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告できる体制を整える。行為の重大性

に応じてコンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、

全社的にその内容を周知徹底するものとする。

【運用状況の概要】
イ　当事業年度は取締役会を18回開催し、45件の付議案件について審議・決定をしたほか、主要部

門を担当する取締役等から業務執行について70件の報告を受けました。

ロ　国内だけでなく、海外子会社の社員に対して、現地の言葉に訳した「アートネイチャーグルー

プの行動規範」を配布し、法令遵守及び社会倫理の遵守を徹底しています。
 

ハ　実施・遵守状況についてはコンプライアンス監査時及び半期末毎にコンプライアンス・リーダ

ー（本社部署責任者、店舗責任者、ブロック長、グループリーダー）が作成する『コンプライ

アンス・リーダーチェックシート』にて確認しました。また、コンプライアンス・リーダーに

対し、半期に１回のコンプライアンス講習を実施しました。それ以外でも啓発・教育講習を企

画・実施し、コンプライアンス体制の維持、強化を図っています。

ニ　監査部とコンプライアンス統括室が連携して、業務監査に併せて本社各部、店舗及び海外・国

内子会社についてコンプライアンス監査を実施しました。また、その監査結果について取締役

会及び監査役会に報告しました。

ホ　取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合の通報・相談窓口として「ほ

っとライン」（社内窓口及び弁護士による社外窓口）を設置しています。また、通報のあった

事案については解決に努め、再発防止策として関連部署を交えた対応策の検討を行っており、

その内容について「コンプライアンス通信」を作成・配布し全社員に周知を図っています。

－ 2 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
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❷ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
【基本方針の内容】

イ　当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管

理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するこ

ととし、取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。

ロ　当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システ

ム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ管理細則」、「イン

サイダー取引防止規程」、「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営

を行う。

【運用状況の概要】
イ　取締役会議事録等の法定文書については、法令及び文書管理規程に基づき作成し、閲覧可能な

状態に保存・管理をしています。

ロ　当事業年度は、動画配信等により、全社員に対し個人情報保護教育を２回実施しました。ま

た、情報セキュリティ対策として、標的型攻撃メールを想定した実地訓練を６回実施するとと

もに、情報セキュリティに対する意識向上を目的とした勉強会を開催しました。

❸ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
【基本方針の内容】

イ　当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当

取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部

環境や経営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応す

るため、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管

理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施す

る。
 

ロ　当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を 高責任者と

した危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。

ハ　当社は、大規模災害時に備えて、「事業継続計画（BCP）規程」に基づき、情報システム・重

要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講じる。

【運用状況の概要】
イ　リスクマネジメント委員会にて、当社において想定されるリスクの管理を行っています。当事

業年度はリスクマネジメント委員会の下でワーキンググループミーティングを６回開催しま

した。また、クライシス・マネジメントの取組みとして、役員及び部責を対象とし、政府作成

の「首都直下地震」と「南海トラフ巨大地震」に係る資料を視聴しディスカッションを実施、

また、 大震度６弱の地震が発生したことを想定した意思決定訓練を実施しました。

ロ　大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を 高責任者とした危機管

理対策本部を設置し、対応にあたることとしています。当事業年度は台風19号の上陸及び石川

県能登地方地震による被害に災害対策本部を設置し対応しました。また、新型コロナウイルス

感染症の被害拡大に伴い、危機管理対策本部を設置し対応しました。

ハ　基幹システム、社内イントラネット、会計データ、ファイルサーバー等の情報については定期

的にバックアップを取っています。また、備品在庫については、他社倉庫２拠点に加え、当社

商品物流センターにて、一定量の保管をしています。

❹ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
【基本方針の内容】

イ　当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に

基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を

設定する。

ロ　月次の業績は、ＩＴを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、

経営企画部が取締役会に報告する。

－ 3 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
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ハ　当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を

図るため、執行役員制度を導入するものとする。

ニ　当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にし

た「職務権限規程」を制定するものとする。

【運用状況の概要】
イ　2020年３月に中期経営計画「アートネイチャーChallengeプラン」及び戦略方針並びに2020年

度予算及び事業計画を策定し、取締役会にて承認を得ました。

ロ　予算管理システムを活用し、予算管理の効率化を実施しています。また、月次決算を毎月の定

例取締役会に報告しています。

ハ　当社は2008年４月に執行役員制度を導入しました。2020年４月１日現在12名（取締役兼任者、

上席執行役員含む）を任命し、業務執行の迅速化を図っています。

ニ　2020年３月の組織改正（商品開発部及び総務部の再編）を踏まえ、関連諸規程の改定を実施し

ました。

❺ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
【基本方針の内容】

イ　グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督すると

ともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。

ロ　グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針とし

て、経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎とし

て、各グループ会社で諸規程を定めるものとする。

ハ　グループ会社は、「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当

社の経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。

ニ　当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当

社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じ

て、各グループ会社に対して改善を求めるものとする。

ホ　グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアン

スに関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監

査役会に報告するものとする。

ヘ　当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項につい

て当社の監査部に調査を依頼することができる。

ト　経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況

を確認する。

チ　当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点

検・自己評価（日常的モニタリング）を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監

査役会に報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があ

ると認める場合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるもの

とする。

リ　グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した

場合には当社の取締役会へ報告するものとする。

ヌ　当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、

その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。

【運用状況の概要】
イ　グループ会社取締役の職務の執行については取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役

が監査し、また監査役が子会社の調査を実施し、監査報告書を作成しています。

ロ　経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を基礎として、各グループ会社

で諸規程を定めています。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
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ハ　「関係会社管理規程」に従い、必要事項を当社の取締役会に付議又は報告をしています。その

他の事項については海外・国内子会社との月例子会社会議で協議又は報告をしています。

ニ　当事業年度については、グループ会社10社の内部監査について監査部が業務の執行状況の監査

を行い、その結果を当社の取締役会及び監査役会に報告しました。

ホ　当事業年度については、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な事項はありませんでした。

ヘ　常勤監査役は、当事業年度グループ会社２社の調査を実施しました。また、７社の調査を監査

部に依頼し、その結果について報告を受けました。

ト　経営企画部は、子会社との定例会議及び月次業績報告等により、子会社より定期的ないし随時

報告を受け、執行状況を確認しています。
 

チ　「日常的モニタリング実施規程」に基づき、今期は当社及び海外子会社２社の主要業務につい

て内部統制の有効性を自己点検し、担当役員に報告しました。現状重大な問題はありません。
 

リ　「関係会社管理規程」に従い、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合には当社の取締

役会に報告する体制を整備していますが、当事業年度は重大なクレーム、その他事故等はあり

ませんでした。

ヌ　当社グループの目標を定めた中期経営計画を策定し、浸透を図っています。

❻ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
【基本方針の内容】

　当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査

役室に１名以上の使用人を必要に応じて配置する。

【運用状況の概要】
　監査役室の設置とともに、監査役室スタッフとして１名を配置しています。

❼ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

【基本方針の内容】
イ　監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。

ロ　監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前

の同意を得て行うものとする。

ハ　監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職

を兼務しないこととする。

ニ　監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみ

に従うものとする。

【運用状況の概要】
イ　監査役室スタッフの人事評価は、常勤監査役が実施しています。

ロ　監査役室スタッフの解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の事前の同意

を得て行っています。

ハ　監査役室スタッフは専任であり、業務の執行に係る兼務はありません。

ニ　監査役室スタッフは常勤監査役の指揮命令の下、業務の執行を行っています。

❽ 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人
又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

【基本方針の内容】
イ　当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に

加え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。

（ア）　全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項

（イ）　監査部による各グループ会社の内部監査の結果
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（ウ）　コンプライアンス統括室が運営するコンプライアンス「ほっとライン」への通報状況
 

（エ）　当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発

見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「重大な法令違反となる行為又

はそのおそれのある行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
 

ロ　「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないこと

を定めるものとする。

【運用状況の概要】
イ　以下のとおり当該事項について報告しています。

 

（ア）　取締役会が決定した全社的に影響を及ぼす重要事項について、監査役に遅滞なく報告して

います。
 

（イ）　監査部による各グループ会社の内部監査の結果については、四半期毎に当社の監査役会及

び取締役会に報告しています。
 

（ウ）　事務局のコンプライアンス統括室は、コンプライアンス委員会のメンバーに対し、「ほっ

とライン」の通報状況について、半期毎に報告しています。
 

（エ）　当事業年度は「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」として、２月に危機管理対

策本部を立ち上げ、新型コロナウイルス感染症対策について協議し、その内容について監

査役に随時報告を実施しました。
 

ロ　「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないこと

を定めており、問題の解決にあたる際には、通報者の匿名性を確保しています。

❾ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
【基本方針の内容】

イ　当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士等の専門知識

を有する人材を登用するものとする。

ロ　当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリ

スク等、重要課題について意見交換を行う。

ハ　当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。

ニ　当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるもの

とする。

ホ　当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供

を行うものとする。

ヘ　当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前

払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職

務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、

当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

【運用状況の概要】
イ　２名の社外監査役の内１名は弁護士、もう１名は公認会計士であり、各々法律、会計に関する

専門知識を有しています。

ロ　取締役及び監査役は定期的な会合を持ち、会社が対処するべき課題や会社を取り巻くリスク

等、重要な課題について意見交換を行っています。常勤監査役は、当事業年度は定期・不定期

を含め、取締役と18回の情報・意見交換を行いました。
 

ハ　監査役（会）は、当事業年度は会計監査人と10回、及び監査部と30回の意見交換を行いまし

た。

ニ　常勤監査役は、取締役会の他、経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員

会等の重要な会議に出席をしています。

ホ　監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を行っています。
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ヘ　監査役が職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、会社法第388条に基づき速や

かに当該費用又は債務を処理しています。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護

士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、その費用を当社が負担するように定めていますが、当事業年度に

ついては、該当ありませんでした。

❿ 財務報告の適正性を確保する体制
【基本方針の内容】

　各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る

内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとと

もに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。

【運用状況の概要】
　全社的内部統制、決算財務報告プロセスについては、当社及び海外子会社２社、加えて当社にお

いては業務プロセス、ＩＴ統制についても財務報告に係る内部統制の整備状況・運用状況を監査部

が評価するとともに、外部監査人の評価も受けています。両者の評価状況・指摘事項・改善状況は

監査部より四半期毎に取締役会及び監査役会に報告しています。

⓫ 反社会的勢力を排除するための体制
【基本方針の内容】

　当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じ

ない。不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係

る社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と

連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。

【運用状況の概要】
　「代々木地区特殊暴力防止対策協議会」に継続入会しており、当事業年度は定例会に５回参加し

ました。また、「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」主催の研修会に２回参加し、

反社会的勢力に関する情報収集をしました。当事業年度は対象事案の発生はありませんでした。
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　　　　　　　12社

主要な連結子会社の名称

ARTNATURE PHILIPPINES INC.、ARTNATURE MANUFACTURING PHILIPPINES INC.

特（上海）貿易有限公司

　なお、NAO-ART株式会社は全株式を取得し子会社化したため及び株式会社アートメディカルサービスは

新たに設立したため連結の範囲に含めております。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち決算日が12月31日の会社は９社であります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算

日現在の計算書類を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。

　その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

３．会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等による時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

かつら

オーダーメードかつら　　　　個別法による原価法

その他かつら　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他の商品　　　　　　　　　移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

製品・原材料・仕掛品　　　　　　主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

貯蔵品

貸出品　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

サンプル品　　　　　　　　　　個別法による原価法

その他の貯蔵品　　　　　　　　 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　定率法

 (リース資産除く) 　　　　　　　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては、定額法を採用しております。なお、在外連結子会社の有形

固定資産については定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　10年～50年

無形固定資産　　　　　　　　　　定額法

（リース資産除く）　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産
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　所有権移転外ファイナンス・

　リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。

(5) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可

能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上

しております。

役員賞与引当金　　　　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

商品保証引当金 商品の無償保証契約に基づく修理費に充てるため、過去の修理実績

に基づきその必要額を見積もり計上しております。

ポイント引当金　　　　　　　　　ポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備えるため、使用

実績率に基づき将来利用されると見込まれるポイントに対し、その

費用負担額を計上しております。

(6) 退職給付に係る負債の計上基準

従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき退職

給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として６年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額

の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、当連結会計年度末において認識すべき年金資産が退職給付債務を超過する場合には、退職給付に

係る資産として投資その他の資産に計上しております。

(7) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結会計年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び

非支配株主持分に含めて計上しております。

(8) のれんの償却方法及び期間

５年間の均等償却を行っております。

(9) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「のれん」は、金額

的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「のれん」は、４百万円であります。

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1）取引の概要

当社は、自社の株式を給付し、従業員の報酬と当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果

を株主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として「株

式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。本制度は、あらか

じめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に当該従業員に対し

当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に業績等に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に累積したポイントに

相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭に

より将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の勤

労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な従業員の定着化を促すとともに、優秀な人材の確保にも寄与

することが期待されます。
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(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 

2015年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。

(3）信託が保有する自社の株式に関する事項

信託における帳簿価額は、当連結会計年度270百万円であります。また、信託に残存する当社株式を、信

託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。

当該株式の期末株式数は当連結会計年度394,300株、期中平均株式数は当連結会計年度399,117株であり、

１株当たり情報の算出上控除する自己株式に含めております。

（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　10,829百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
（単位：株）

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末株式数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 34,393,200 － － 34,393,200

自 己 株 式

普 通 株 式 1,839,739 200,000 13,500 2,026,239

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200,000株は、市場買い付け200,000株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少13,500株は、新株予約権の行使5,000株、J-ESOPの行使8,500株で

あります。

３．自己株式の普通株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式394,300

株を含めております。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式

を自己株式と認識しているためです。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１ 株 当 た
り 配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

20 1 9年６月2 0日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 利益剰余金 455百万円 14円 2019年３月31日 2019年６月21日

2 0 1 9年1 0月3 0日
取 締 役 会

普 通 株 式 利益剰余金 455百万円 14円 2019年９月30日 2019年12月２日

（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式402,800株に対す

る配当金５百万円（2019年６月20日決議）及び399,400株に対する配当金５百万円（2019年10月30日決議）

を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式を自己株

式と認識しているためです。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１ 株 当 た
り 配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

20 2 0年６月2 3日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 利益剰余金 453百万円 14円 2020年３月31日 2020年６月24日

（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式394,300株に対す

る配当金５百万円を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有

する株式を自己株式と認識しているためです。
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３．新株予約権に関する事項

当連結会計年度末における新株予約権に関する事項

2012年６月21日定時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 35,000株

（金融商品に関する注記）

　１．金融商品の状況に関する注記

(1)　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、主に安全性の高い金融資産で運用しております。また、運転資

金並びに設備投資計画に基づく必要資金については、基本的には手元資金にて充当しております。多額の

設備投資等資金の必要がある場合については、主要取引金融機関と締結しておりますコミットメントライ

ン契約に基づき、その必要資金を調達する方針であります。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グルー

プの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を１年

ごとに把握する体制としております。

有価証券及び投資有価証券は主としてその他有価証券を保有しており、発行体の信用リスクに晒されて

おりますが、四半期ごとに時価を把握しております。また、敷金及び保証金は、主に当社が展開する店舗

等にかかる敷金であります。敷金及び保証金は、預け先の信用リスクに晒されておりますが、当該預け先

の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。

営業債務である買掛金、並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

　２．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日現在（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

　連結貸借対照表
　計上額（*2）

時価（*2） 差額

(1)　現金及び預金 17,096 17,096 －

(2)　売掛金 2,887

貸倒引当金(*1） △1

2,885 2,933 48

(3)　有価証券 22 22 －

(4)　投資有価証券

その他有価証券 1,927 1,927 －

(5)　敷金及び保証金 2,411 2,337 △73

(6)　買掛金 (218) (218) －

(7)　未払金 (2,140) (2,140) －

(8)　未払法人税等 (574) (574) －

　(*1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 （*2）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。
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(2) 売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスク

を加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3) 有価証券

有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(5) 敷金及び保証金

これらの時価については、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間に対応する安全

性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(6) 買掛金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(7) 未払金

未払金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(8) 未払法人税等

未払法人税等はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

２．組合出資金（連結貸借対照表計上額０百万円）は組合財産が非上場株式など時価を把握することが極

めて困難と認められるもので構成されているため、「(4)投資有価証券　その他有価証券」には含めてお

りません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 777円92銭

２．１株当たり当期純利益 47円40銭

（重要な後発事象に関する注記）

　重要な後発事象はありません。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

かつら

オーダーメードかつら　　　　個別法による原価法

その他のかつら　　　　　　　移動平均法による原価法

その他の商品　　　　　　　　　移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

貯蔵品

支給資材　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

貸出品　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

サンプル品　　　　　　　　　　個別法による原価法

その他の貯蔵品　　　　　　　　 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　　定率法

（リース資産除く）　　　　　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

無形固定資産　　　　　　　　　　定額法

（リース資産除く）　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

　所有権移転外ファイナンス・

　リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

長期前払費用　　　　　　　　　　定額法

５．引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

役員賞与引当金　　　　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

商品保証引当金　　　　　　　　　商品の無償保証契約に基づく修理費に充てるため、過去の修理実績に

基づきその必要額を見積もり計上しております。

ポイント引当金　　　　　　　　　ポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備えるため、使用実

績率に基づき将来利用されると見込まれるポイントに対し、その費用

負担額を計上しております。
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退職給付引当金　　　　　　　　　従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあ

たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっております。数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）によ

る定額法により翌事業年度から費用処理しております。未認識数理計

算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なりま

す。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

７．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1）取引の概要

当社は、自社の株式を給付し、従業員の報酬と当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効

果を株主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。本制度は、

あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に当該従業

員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に業績等に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に累積したポイント

に相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金

銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業

員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な従業員の定着化を促すとともに、優秀な人材の確保

にも寄与することが期待されます。

(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号 2015年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。

(3）信託が保有する自社の株式に関する事項

信託における帳簿価額は、当事業年度270百万円であります。また、信託に残存する当社株式を、信託

における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。

当該株式の期末株式数は当事業年度394,300株、期中平均株式数は当事業年度399,117株であり、１株当

たり情報の算出上控除する自己株式に含めております。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 10,390百万円

２．関係会社に対する金銭債権 533百万円

３．関係会社に対する金銭債務 79百万円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高の総額

売上高 27百万円

仕入高 1,862百万円

販売管理費及び一般管理費 80百万円

営業取引以外の取引による取引高の総額 26百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 2,026,239株

（注）自己株式の普通株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式394,300

株を含めております。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を

自己株式と認識しているためです。
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金（流動） 1百万円

賞与引当金 292百万円

商品保証引当金 11百万円

ポイント引当金 29百万円

商品評価損 221百万円

事業所税 9百万円

事業税 47百万円

貸倒引当金（固定） 67百万円

会員権評価損 27百万円

関係会社株式評価損 401百万円

長期未払金 494百万円

一括償却資産 16百万円

退職給付引当金 1,150百万円

減損損失 388百万円

資産除去債務 444百万円

その他 177百万円

繰延税金資産小計 3,782百万円

評価性引当額 △502百万円

繰延税金資産合計 3,279百万円

繰延税金負債

固定負債

資産除去債務(有形固定資産） △117百万円

その他有価証券評価差額金 △0百万円

繰延税金負債合計 △117百万円

繰延税金資産の純額 3,162百万円

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 774円69銭

２．１株当たり当期純利益 47円88銭

（重要な後発事象に関する注記）

　重要な後発事象はありません。
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